農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画
                                                             　　　安田町
１　促進計画の区域
　　別紙地図に記載のとおりとする。
　　
２　促進計画の目標
１．安田町全域
(1) 現況
　　　本地域は、高知県東部に位置し、高知市から５０㎞の距離にあり、東西約４．２㎞、南北１２．５㎞の細長い地形をし、総面積５，２３０haのうち農用地面積は、３７５haで、総面積に占める割合は７％にすぎない。森林が４，１９５haで、土地面積の７９％を占めている。北部山間を源として安田川が中央部を貫流し、太平洋に注ぎ、その流域に大小の農業集落が形成され、北部は安田川の近くまで山地が迫り地形が急峻で耕地も狭小な一方、南部は平坦で比較的耕地が開けているが、基盤整備率は低い。上流域では、急峻で傾斜地が多いなどの立地特性から、農業生産活動等を通じ、国土の保全、水源のかん養、良好な景観形成等の多面的機能を発揮している。また、南部の平坦地域では温暖な気候を活かし早くからナス等を中心とした施設園芸が行われ、町の基幹作目となっている。しかしながら、担い手の高齢化、減少等に伴う耕作放棄地の増加等多面的機能の低下が特に懸念されていることから、「農道・水路等の地域資源の基礎的保全活動や質的な向上を図る共同活動及び施設の長寿命化の活動」「農業生産活動を将来に向けて維持するための活動」「環境保全型農業の取組」など、多面的機能が適切に発揮される取組が必要である。
(2) 目標
　本地域では、多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者と地域住民や関係団体との協力体制を整備し、地域共同による保全管理体制の拡充・強化や長寿命化に向けた地域ぐるみでの取組などにより法第３条第３項第１号に掲げる事業を推進する。また、本地域の中山間地域等の条件不利地域においては、集落協定や農業者などの合意形成による集落営農の取組などにより法第３条第３項第２号に掲げる事業を推進し、農業生産活動の継続的な実施を支援する。更に、本地域の実情に応じた環境保全型農業の取組への支援を行うことにより法第３条第３項第３号に掲げる事業を推進し、自然環境の保全に資する農業生産活動の普及・定着を図る。
３　法第６条第２項第１号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業に関する事項
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４　法第６条第２項第１号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施を推進する区域を定める場合にあっては、その区域
　　設定しない。
- 1 -

